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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年１月１２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年６月２９日 １５時４５分ごろ 

発生場所 長崎県西海
さいかい

市崎戸
さ き と

島南方沖 

 松島港松島防波堤灯台から真方位２９２°２.６海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３２°５８.０′ 東経１２９°３３.３′） 

事故の概要  漁船第十一幸
さち

丸は、南西進中、また、漁船勇
はや

人
と

丸は、錨泊中、両船

が衝突した。 

 第十一幸丸は、球状船首部に擦過傷を生じ、また、勇人丸は、船尾

部外板の破口等を生じた。 

事故調査の経過  平成２８年７月２１日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

 

Ａ 漁船 第十一幸丸、１９トン 

   ＫＯ２－７０５１（漁船登録番号）、株式会社幸丸 

   ２１.４０ｍ（Lr）×４.８８ｍ×２.１６ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、７５９kＷ、平成２５年１１月４日 

   第２８１－４２７２９号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 勇人丸、４.９トン 

   ＮＳ３－５０５２２４（漁船登録番号）、個人所有 

   １１.９９ｍ（Lr）×２.４８ｍ×０.８９ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１８０kＷ、平成５年９月２５日 

   第２９２－４９４６１号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５８歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５１年１０月８日 

    免許証交付日 平成２４年１月１０日 

           （平成２９年３月２７日まで有効） 

  甲板員Ａ１ 男性 ２７歳 

   一級小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成１９年３月２６日 

    免許証交付日 平成２４年２月６日 

           （平成２９年３月２５日まで有効） 
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Ｂ 船長Ｂ 男性 ６７歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５０年５月２７日 

    免許証交付日 平成２６年２月６日 

           （平成３１年１０月４日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 球状船首部に擦過傷 

Ｂ 船尾部外板に破口及び亀裂、船尾部のスパンカー用支柱に折損等 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 南南西、風速 約５m/s、視程 約２Ｍ 

海象：波高 約１.５ｍ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び甲板員Ａ１ほか甲板員１２人が乗り組み、平成

２８年６月２９日１４時００分ごろ西海市瀬川
せ が わ

港を出港し、船長Ａ

が、上部及び下部の２か所にある操舵室のうち、上部操舵室で出港操

船を行った後、１４時０５分ごろ甲板員Ａ１及び他の甲板員（以下

「甲板員Ａ２」という。）に当直を交替した。 

 Ａ船は、西海市兜
かぶと

島を左舷側に見て通過し、前方が開けて広い海

域に出たので、甲板員Ａ１及び甲板員Ａ２が、前方に他船がいないこと

を目視及びレーダーで確認した後、下部操舵室に移動し、ＧＰＳプロ

ッターの船首線が長崎県五島市黄
おう

島に向くように針路を定めて手動操

舵から自動操舵に切り換え、約１０ノットの対地速力で南西進した。 

 Ａ船は、４Ｍレンジ及び１.５Ｍレンジとしたレーダーを作動さ

せ、甲板員Ａ１が右舷側の椅子に、甲板員Ａ２が左舷側の椅子にそれぞ

れ腰を掛けて当直に当たっていたところ、１５時３５分ごろ甲板員Ａ

２が夕食の準備のために下部操舵室を離れ、甲板員Ａ１が１人で当直を

続けた。 

 甲板員Ａ１は、崎戸島南方沖を南西進中、１５時４５分ごろ突然衝

撃を感じ、左舷前部の窓から外を見てＢ船の船尾部付近に衝突したこ

とを知り、機関を中立にした。 

 船長Ａは、下部操舵室の後方で休憩していたところ、衝撃を感じて

すぐに操舵室に行き、甲板員Ａ１に確認してＢ船と衝突したことを知

り、甲板に出てＢ船乗組員と互いに損傷状況等の確認を行った後、Ａ

船の船舶所有者及び所属する漁業協同組合に本事故発生の連絡を行っ

た。 

 Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員１人が乗り組み、夕方からのいか
．．

釣り漁

に備え、場所取りを兼ねて休憩するつもりで、１２時００分ごろ崎戸

島南方沖で左舷船首部から錨を投入して錨泊を始めた。 

 Ｂ船は、船首を南方に向けて錨泊中、船長Ｂが、航行中の他船が錨

泊中のＢ船を避けるものと思い、甲板員と共に操舵室前方の船室で横

になって休憩していたところ、Ａ船が衝突した。 

 船長Ｂは、衝撃で目を覚まし、甲板に出たところ、Ａ船と衝突した
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ことを知り、損傷状況等の確認を行った後、１１８番通報を行った。 

 Ａ船及びＢ船は、本事故現場付近で海上保安庁の調査を受けた後、

Ａ船が長崎県長崎市三重式
み え し き

見
み

港に、Ｂ船が長崎県佐世保市相浦
あいのうら

港に

それぞれ自力で航行して入港した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  Ａ船は、上部操舵室から前方を見通した場合には、船首方に死角が

ないものの、下部操舵室からは、船首部の釣りざお置き場、左舷船首

部の餌
えさ

まき場等により、本事故当時の下部操舵室の右舷側にある椅子

に腰を掛けた姿勢では、船首方約２０°の範囲に死角が生じていた。

（写真１、写真２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ Ａ船の上部操舵室からの見通し状況 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ａ船の船首部付近の状況 

 船長Ａは、Ａ船の当直体制を２人当直の２時間７直制としており、

周囲に他船が多いとき、狭い水道を航行するとき、陸岸に近い海域を

航行するとき、視界が悪いときなどは、上部操舵室で当直を行うよ

う、乗組員に指示していた。 

 Ａ船の乗組員は、上部操舵室にエアコンがなく、下部操舵室にはエ

アコンがあり、下部操舵室が過ごしやすいので、広い海域において、

前方の安全を確認できる場合には、下部操舵室で当直を行っていた。 

 甲板員Ａ１は、本事故現場付近の航行経験が豊富であり、これま

で、本事故現場付近では釣り船等を見掛けたことがなかった。 

 甲板員Ａ１は、本事故当時、主にレーダーで見張りを行っており、

雨が降っていたので、適宜、ＦＴＣ（雨雪反射抑制）等の調整を行っ

ていたものの、レーダーで周囲に他船を認めていなかった。 

 甲板員Ａ１は、他船がいないものとの思い込みから、レーダーでＢ

船を見落としたかもしれないと本事故後に思った。 

釣りざお置き場 
餌まき場 
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 Ｂ船は、本事故当時、水深約５０ｍの所に、重さ約５０kgの錨を入

れ、錨索を約６０ｍ伸出して錨泊していた。 

 Ｂ船は、錨泊中を示す黒色の球形形象物を表示していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、崎戸島南方沖を南西進中、船首方に死角を生じている状況

下、甲板員Ａ１が、前路に他船はいないものと思い込み、レーダーを

用いて見張りを行っていたものの、船首方の死角を補う見張りを行っ

ていなかったことから、Ｂ船に気付かずに航行し、Ｂ船に衝突したも

のと考えられる。 

 甲板員Ａ１は、本事故現場付近では釣り船等を見掛けたことがな

く、他船はいないものと思い込んでいたことから、レーダーでＢ船を

見落とした可能性があると考えられるが、その状況を明らかにするこ

とはできなかった。 

 Ｂ船は、崎戸島南方沖で錨泊中、船長Ｂが、航行中の他船が錨泊中

のＢ船を避けるものと思い、船室で横になって休憩し、周囲の見張り

を行っていなかったことから、Ｂ船に向けて接近するＡ船に気付か

ず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、錨泊をしていたことから、法定の形象物を表示しなければ

ならなかった。 

原因  本事故は、崎戸島南方沖において、Ａ船が南西進中、Ｂ船が錨泊

中、甲板員Ａ１が、前路に他船はいないものと思い込み、船首方の死

角を補う見張りを行っておらず、また、船長Ｂが、航行中の他船がＢ

船を避けるものと思い、周囲の見張りを行っていなかったため、両船

が衝突したものと考えられる。 

参考  本事故後、Ａ船では、次の改善措置を採った。 

 ・陸岸から約１０Ｍ離れるまでは上部操舵室で当直を行う。 

 ・１人で当直を行う場合は、上部操舵室で当直を行う。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 

 ・錨泊中であっても周囲の見張りを適切に行い、接近する船舶に対

しては、有効な音響による信号により、注意喚起を行うこと。 

 ・錨泊する際は、黒色の球形形象物を表示すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長崎県 

佐賀県 

西海市 

佐世保市 

平戸島 

五島列島 

黄島 

長崎市 

崎戸島 

蛎ノ浦島 

大島 

兜島 

松島港松島 
防波堤灯台 

西海市 

事故発生場所 
（平成２８年６月２９日  
１５時４５分ごろ発生） 

Ｂ船(錨泊中) 

Ａ船 

長崎県 

五島市 

瀬川港 

甲板員Ａ２が下部操舵
室を離れた場所 


